
- 1 -

参考２

食料・農業・農村政策審議会果樹部会の運営について

①食料・農業・農村政策審議会関係法令（抄）

一 農林水産省設置法（平成十一年法律第九十八号）（抄）

第三章 本省に置かれる職及び機関

第二節 審議会等

（設置）

第六条 （略）

１ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議

会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に

掲げる法律（これらに基づく命令を含む。）の定めるところによる。

審 議 会 等 法 律

食料・農業・農村政策 食料・農業・農村基本法

審議会

（略）

二 食料・農業・農村基本法（平成十一年法律第百六号）（抄）

第四章 食料・農業・農村政策審議会

（設置）

第三十九条 農林水産省に、食料・農業・農村政策審議会（以下「審議会」という。）を

置く。

（権限）

第四十条 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、

農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審

議する。

２ 審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べるこ
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とができる。

３ 審議会は、前二項に規定するもののほか、土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五

号）、家畜改良増殖法（昭和二十五年法律第二百九号）、家畜伝染病予防法（昭和二十

六年法律第百六十六号）、飼料需給安定法（昭和二十七年法律第三百五十六号）、酪農

及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和二十九年法律第百八十二号）、果樹農業振興

特別措置法（昭和三十六年法律第十五号）、畜産物の価格安定に関する法律（昭和三十

六年法律第百八十三号）、砂糖及びでんぷんの価格調整に関する法律（昭和四十年法律

第百九号）、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（昭和四十年法律第百十二号）、農

業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十八号）、卸売市場法（昭和四

十六年法律第三十五号）、肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和六十三年法律第九十八

号）、食品流通構造改善促進法（平成三年法律第五十九号）、主要食糧の需給及び価格

の安定に関する法律（平成六年法律第百十三号）、食品循環資源の再生利用等の促進に

関する法律（平成十二年法律第百十六号）、農業の担い手に対する経営安定のための交

付金の交付に関する法律（平成十八年法律第八十八号）及び有機農業の推進に関する法

律（平成十八年法律第百十二号）の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

（組織）

第四十一条 審議会は、委員三十人以内で組織する。

２ 委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大

臣が任命する。

３ 委員は、非常勤とする。

４ 第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任

命する。

（資料の提出等の要求）

第四十二条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行

政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることがで

きる。

（委任規定）

第四十三条 この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要

な事項は、政令で定める。

三 食料・農業・農村政策審議会令（平成十二年政令第二百八十九号）（抄）

（所掌事務）

第一条 食料・農業・農村政策審議会（以下「審議会」という。）は、食料・農業・農村

基本法第四十条に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和

五十四年法律第四十九号）第十六条第五項及び第六十四条第三項、資源の有効な利用の

促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）第二十五条第三項並びに容器包装に係る
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分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成七年法律第百十二号）第七条の七第

三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

（組織）

第二条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置く

ことができる。

２ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことがで

きる。

（臨時委員及び専門委員の任命）

第三条 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

２ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任

命する。

（委員の任期等）

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

２ 委員は、再任されることができる。

３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、

解任されるものとする。

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解

任されるものとする。

５ 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

（会長）

第五条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

（部会）

第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長が

あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

６ 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることが

できる。

（幹事）

第七条 審議会に、幹事を置く。

２ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。

３ 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

４ 幹事は、非常勤とする。
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（議事）

第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、

会議を開き、議決することができない。

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数

で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

３ 前二項の規定は、部会の議事に準用する。

（庶務）

第九条 審議会の庶務は、農林水産省大臣官房政策課において厚生労働省医薬食品局食品

安全部企画情報課及び国土交通省都市・地域整備局地方振興課の協力を得て処理する。

（雑則）

第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項

は、会長が審議会に諮って定める。

四 食料・農業・農村政策審議会議事規則（平成十九年七月十二日食料・農業・農村政策

審議会決定）

（総則）

第一条 食料・農業・農村政策審議会（以下「審議会」という。）の運営については、食

料・農業・農村基本法（平成十一年法律第百六号）及び食料・農業・農村政策審議会令

（平成十二年政令第二百八十九号）に規定するもののほか、この規則の定めるところに

よる。

（会議の招集）

第二条 会議は、会長が招集する。

（議事）

第三条 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を運営する。

２ 会議は公開とする。ただし、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障

を及ぼすおそれがある場合又は特定の個人若しくは団体に不当な利益若しくは不利益を

もたらすおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。

３ 会長は、議事の円滑な運営を確保するため、傍聴人の退場を命ずる等必要な措置をと

ることができる。

（議事録）

第四条 議事録は、一般の閲覧に供するものとする。ただし、会議の運営に著しい支障が

あると認められる場合には、会長は、議事録に代えて議事要旨を一般の閲覧に供するも

のとすることができる。

（臨時委員）

第五条 臨時委員は、会長の求めに応じて審議会に出席し、特別の事項について報告を行

い、又は意見を述べるものとする。
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（専門委員）

第六条 専門委員は、会長の求めに応じて審議会に出席し、専門の事項について報告を行

い、又は意見を述べるものとする。

（意見の陳述）

第七条 会長は、適当と認められる者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見

の陳述を求めることができる。

（部会）

第八条 第２条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、これ

らの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」と読み替

えるものとする。

（小委員会）

第九条 部会長は、必要あると認めるときは、特定の事項を部会長の指名する委員、臨時

委員又は専門委員によって構成する小委員会に付託し、調査審議させることができる。

（委任規定）

第十条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

（施行期日）

第一条 この議事規則は、平成十九年七月十二日から施行する。

（食料・農業・農村政策審議会議事規則の廃止）

第二条 食料・農業・農村政策審議会議事規則（平成十三年三月二十一日食料・農業・農

村政策審議会決定）は廃止する。

五 食料・農業・農村政策審議会における部会の設置について（平成二十年七月二十五日

食料・農業・農村政策審議会決定）（抄）

第一条 食料・農業・農村政策審議会（以下「審議会」という。）に、次の表の左欄に掲

げる部会を置き、これらの部会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表

の右欄に掲げるとおりとする。

名 称 所 掌 事 務

（略）

果 樹 部 果樹農業振興特別措置法（昭和36年法律第15号）の規定により審議会の権限

会 に属させられた事項を処理すること。
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第二条 部会の議決は、審議会の議決とみなす。ただし、部会の議決に関し他の部会との

調整を要するとき又は部会の議決が食料、農業及び農村に関する総合的かつ基本的な政

策に係る重要なもので審議会において審議すべきものであるときは、この限りではない。

２ 会長は、部会の議決が前項ただし書の場合に該当すると認めるときは、その旨を当該

部会長に通知するものとする。

３ 会長は、前項の通知をしようとするときは、関係する部会長の意見を聴かなければな

らない。

第三条 部会の庶務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課において処理する。

部 会 課

（略）

果樹部会 生産局生産流通振興課

（略）
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②果樹農業振興特別措置法（昭和３６年法律第１５号）（粋）

第二章 果樹農業振興基本方針等

（果樹農業振興基本方針）

第２条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、果樹農業の振興を図るための基本

方針（以下「果樹農業振興基本方針」という。）を定めなければならない。

２ 果樹農業振興基本方針には、主要な種類の果樹として政令で定めるもの（以下「果樹」

という。）につき、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 果樹農業の振興に関する基本的な事項

二 果実の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産の目標

三 栽培に適する自然的条件に関する基準

四 近代的な果樹園経営の基本的指標

五 果実の流通及び加工の合理化に関する基本的な事項

六 その他必要な事項

３ 農林水産大臣は、果樹農業振興基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村

政策審議会の意見を聴かなければならない。

４ 農林水産大臣は、果樹農業振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。

○果樹農業振興特別措置法施行令(昭和３６年政令第１４５号) (粋)

（果樹農業振興基本方針）

第一条 果樹農業振興特別措置法（以下「法」という。）第二条第一項の果樹農業振興基

本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定め

るものとする。

（果樹農業振興基本方針等の対象果樹）

第二条 法第二条第二項の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、な

し、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインア

ツプルとする。

（特定果実）

第五条 法第四条の三第一項の政令で定める果実は、うんしゅうみかんとする。


